
指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

（担当：産業経済課） 
施  設  名 柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設 

指定期間 平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

募集方法 公募によらない 

募 集 概 要 
公募によら
ない施設と
した理由 

 
当施設は、いの町の振興山村地域の自然的資源を有効
活用し、農家の所得向上と都市住民等との交流を通じた
振興山村地域の農林水産業の活性化を目的として、平成
１１年度に新山村振興等農林漁業特別対策事業により
整備された。事業計画書の中で伊野町農業協同組合が管
理運営することとしており、平成２２年１２月に伊野町
農業協同組合がコスモス農業協同組合に合併した後も
引き続き、施設の運営を行っている。 
したがって、施設の設置目的、提供するサービス事業
の専門性、政策的な配慮等の観点から、コスモス農業協
同組合が管理運営することが最も効果的であると認め
られる。 
以上の理由により、柳瀬農林水産物直売及び食材供給
施設に関し、コスモス農業協同組合を、公募によらない
指定管理者の候補者として選定する。 
 

申請書提出依頼先 コスモス農業協同組合 

開 催 日 平成２３年１１月１０日 

選 定 委 員 副町長、会計管理者、税務課長、吾北総合支所長、本川
総合支所長、産業経済課長 

参考意見を求めるため 
に出席を依頼した者  

内    容 説明、質疑及び指定管理者の候補者選定 

指定管理者
の候補者 コスモス農業協同組合 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会 審査結果 

選定理由 公募によらない施設とした理由を基本に、提出書類を総
合的に審査した結果、指定管理者の候補者に選定された

 



指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

（担当：吾北産業課） 
施  設  名 吾北育苗研修センター 

指定期間 平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

募集方法 公募によらない 

募 集 概 要 
公募によら
ない施設と
した理由 

当施設は、優良苗の生産による園芸野菜栽培農家の所得
向上、新規就農者及び既就農者の再研修による農業担い手
の確保及び育成と併せて地域農業の生産性の向上を図るこ
とを通じ、振興山村地域の農林業の活性化を図ることを目
的として、平成９年度山村振興等農林漁業特別対策事業に
より整備された。 
当初から運営に携わった財団法人いの町農業公社が、管
理運営することが、施設の設置目的、提供するサービス事
業の専門性、政策的な配慮等の観点から最も効果的である
と認められる。 
以上の理由により、吾北育苗研修センターに関し、財

団法人いの町農業公社を、公募によらない指定管理者の
候補者として選定する。 

申請書提出依頼先 財団法人いの町農業公社 

開 催 日 平成２３年１１月１０日 

選 定 委 員 副町長、会計管理者、税務課長、吾北総合支所長、本川
総合支所長、産業課長 

参考意見を求めるため 
に出席を依頼した者  

内    容 説明、質疑及び指定管理者の候補者選定 

指定管理者
の候補者 財団法人いの町農業公社 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会 審査結果 

選定理由 公募によらない施設とした理由を基本に、提出書類を総
合的に審査した結果、指定管理者の候補者に選定された

 



指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

（担当：吾北産業課） 
施  設  名 グリーン・パークほどの施設 

指定期間 平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

募集方法 公募によらない 

募 集 概 要 
公募によら
ない施設と
した理由 

 
当施設は、ほどの地域の豊かな自然環境にある森林を活
用して、都市との交流を図り、人々に自然に親しむ機会を
提供し、森と水の価値を認識、理解を深めるとともにいの
町民との交流を促進し、併せて町民の健康づくり、憩いの
場として福祉の増進に寄与することを目的として昭和６１
年度森林空間総合利用促進対策事業等により整備された。
 管理業務の実施状況は、観光協会のホームページへの掲
載をはじめ見やすいパンフレットの作成等ＰＲに努めると
ともに、体験メニューとしてバームクーヘンや帽子パン作
りに取り組み集客アップに繋げている。また、「グリーン・
パークほどの環境学習の村構想」にも取り組んでおり、来
訪者に分け隔てなく憩いの場を提供している。 
このため、いの町の観光資源の掘り起こしや、観光振興、
産業発展、町の元気づくりに取り組んでいる当協会を選定
することが、地域間交流による地域の活性化を図ること及
び当施設を町内外にＰＲするとともに他の観光施設やイベ
ントと連携して利用者の増加に努めることができ、最も効
果的であると認められる。 

以上の理由により、グリーン・パークほどの施設に関
し、いの町観光協会を、公募によらない指定管理者の候
補者として選定する。 
 

申請書提出依頼先 いの町観光協会 

開 催 日 平成２３年１１月１０日 

選 定 委 員 副町長、会計管理者、税務課長、吾北総合支所長、本川
総合支所長、産業課長 

参考意見を求めるため 
に出席を依頼した者  

内    容 説明、質疑及び指定管理者の候補者選定 

指定管理者
の候補者 いの町観光協会 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会 

審査結果 
選定理由 公募によらない施設とした理由を基本に、提出書類を総

合的に審査した結果、指定管理者の候補者に選定された
 



指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

（担当：吾北産業課） 
施  設  名 道の駅「６３３美の里」物産館 

指定期間 平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

募集方法 公募によらない 

募 集 概 要 
公募によら
ない施設と
した理由 

当施設は、いの町の農林水産物及び特産加工品等の販売、
地域食材等を使用した飲食品の提供並びに地域の情報提供
サービスなどを通じ本町の地域・産業の活性化を図ること
を目的として、平成１４年度新山村振興等農林漁業特別対
策事業により整備された。 
施設運営のために同時に設立された有限会社むささびの
里が当施設を管理運営することが、施設の設置目的、提供
するサービス事業の専門性、政策的な配慮等の観点から、
最も効果的であると認められる。 
以上の理由により、道の駅「６３３美の里」物産館に関
し、有限会社むささびの里を、公募によらない指定管理
者の候補者として選定する。 

申請書提出依頼先 有限会社むささびの里 

開 催 日 平成２３年１１月１０日 

選 定 委 員 副町長、会計管理者、税務課長、吾北総合支所長、本川
総合支所長、産業課長 

参考意見を求めるため 
に出席を依頼した者  

内    容 説明、質疑及び指定管理者の候補者選定 

指定管理者
の候補者 有限会社むささびの里 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会 審査結果 

選定理由 公募によらない施設とした理由を基本に、提出書類を総
合的に審査した結果、指定管理者の候補者に選定された

 



指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

（担当：本川産業建設課） 

施  設  名 道の駅「木の香」 

募集方法 公募 

募集期間 平成２３年１０月１８日から平成２３年１１月１６日
まで 募 集 概 要 

指定期間 平成２４年 ４ 月 １ 日から平成２９年 ３ 月３１日
まで 

応 募 状 況 １団体 

開 催 日 平成２３年１１月２２日 

選 定 委 員 副町長、会計管理者、総務課長、税務課長、吾北総合支
所長、本川総合支所長 

参考意見を求めるため 
に出席を依頼した者  

審 査 基 準 

① 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図
られるものであること 

② 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 
③ 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の
縮減が図られるものであること。 

④ 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営
の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込
みがあること。 

内    容 プレゼンテーション、質疑及び指定管理者の候補者選定

指定管理者
の候補者 オリエントホテル高知株式会社 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

指
定
管
理
者 
選
定
委
員
会 

審査結果 

選定理由 提出書類を基本にプレゼンテーションにより総合的に
審査した結果、指定管理者の候補者に選定された 

 



指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

（担当：本川産業建設課） 

施  設  名 山荘しらさ 

募集方法 公募 

募集期間 平成２３年１０月１８日から平成２３年１１月１６日
まで 募 集 概 要 

指定期間 平成２４年 ４ 月 １ 日から平成２９年 ３ 月３１日
まで 

応 募 状 況 １団体 

開 催 日 平成２３年１１月２２日 

選 定 委 員 副町長、会計管理者、総務課長、税務課長、吾北総合支
所長、本川総合支所長 

参考意見を求めるため 
に出席を依頼した者  

審 査 基 準 

⑤ 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図
られるものであること 

⑥ 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 
⑦ 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の
縮減が図られるものであること。 

⑧ 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営
の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込
みがあること。 

内    容 プレゼンテーション、質疑及び指定管理者の候補者選定

指定管理者
の候補者 四国のてっぺんしらさを育てる会 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

指
定
管
理
者 
選
定
委
員
会 

審査結果 

選定理由 提出書類を基本にプレゼンテーションにより総合的に
審査した結果、指定管理者の候補者に選定された 

 


